実務経験の場合の申請例








その他

・本制度は新規登録時または登録更新時に提出する建設業法第26条に規定する技術者（主任技術者及び監理技術者）の本市への届出について、神奈川県等が行う経営事項審査の申請時に提出する技術職員名簿の写しをもって行っていたところですが、平成２０年４月から同名簿に登載できる業種が最大で2業種となったために３業種以上の実務経験等を持っている人をあらかじめ横須賀市の技術者名簿に登録しておくためのものです。

・横須賀市の技術職員名簿に登録されていても、他に必要な資格がある案件については工事受注時に提出していただく場合がありますのでご了承ください。（例　監理技術者証等）
・横須賀市の書式の「技術者届」及び「実務経験証明書」を使用して実務経験を申請する場合、４業種まで登録可能です。ただしすでに４業種登録している場合に業種を変更することは登録更新のとき以外は出来ません。
・新規申請及び登録更新時の添付書類としては、経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿（記載は２業種まで）で業種数が足りている場合は横須賀市の書式を使用せず、経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿のみを提出いただければ結構です。
経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿（受付印の押印されたものの写し）


を使用するケース


　　　（記載は2業種まで）


氏名　　業種１　　業種２


Ａ　　　土木　　　水道施設


Ｂ　　　土木　　　舗装　　


Ｃ　　　土木　　　電気　　


Ｄ　　　建築　　　　　　　











経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿では対応できないため、横須賀市の書式の「技術者届」及び「実務経験証明書」を使用するケース


　　　　　（記載は４業種まで）


氏名　業種１　　業種２　　業種３　　業種４


Ａ　　土木　　水道施設　　造園　　　　　　


Ｂ　　土木　　舗装　　　　造園　　　管　





Ｄ　　建築　　　土木　　　　　　　　　　　


Ｅ　　塗装　　　　　　　　　　　　　　　　








新規登録申請時





経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿では対応できない場合、及び変更時





経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿（受付印の押印されたものの写し）


を使用するケース


　　　（記載は2業種まで）


氏名　　業種１　　業種２


Ａ　　　土木　　　水道施設


Ｂ　　　土木　　　造園　　


　　　　　　　　　　　　　


Ｄ　　　建築　　　土木　　











横須賀市の技術者名簿


データベース





登録更新時





名簿どおりにデータベースに入力されます。


３業種以上の実務経験を有する場合は横須賀市の書式を併用してください。





ケース２　Ｃさんが退社したため技術職員名簿から削除。


ケース３　Ｄさんが新たに土木の実務経験期間を満たしたため横須賀市データベースに追加。





・ケース４　新規及び更新で３業種以上登録する場合。


・ケース５　Ｂさんが管工事の実務経験年数に


（変更）　達したため登録更新時期ではないが業種を追加する場合。


・ケース６　新たにＥさんを雇用したが経審時


（変更）　の技術職員名簿に未記載のため追加する場合。





なお、ケース４で横須賀市の書式を使用する場合は経営事項審査の申請時に提出した技術職員名簿と併せて提出してください。





ケース１　Ｂさんが造園工事の実務経験年数に達したため業種を記載。この場合、以前登録した横須賀市データベース上の舗装の実務経験は消えません。








